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議案第１号 令和４年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第１

３号）(議案書 P1～37) 

 歳入歳出それぞれ５，８９５，８０５千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ９３，４００，１２６千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 公用自転車運転時に着用する自転車用ヘルメットを購入することに

伴い、「消耗品費」を増額するもの 

 公務災害の補償として、条例に基づき見舞金等を支給することに伴

い、「災害補償費」を増額するもの 

「目４ 財政管理費」 

 寄附金を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

 公共用地先行取得事業特別会計において、行谷芹沢線道路改良事業

用地の取得に係る市債を繰上償還することに伴い、「繰出金」を増額

するもの 

 令和２年度及び３年度の神奈川県市町村委譲事務交付金の額確定に
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伴う過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するも

の 

「目６ 財産管理費」 

 市庁舎について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、

「光熱水費」を増額するもの 

 市の資金及び寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額

するもの 

「目７ 企画費」 

 収納環境のデジタル化を推進するため、市税等の口座振替登録手続

においてオンライン申請システムを導入するとともに、各種歳入のキ

ャッシュレス決済環境を整備することに伴い、「消耗品費」、「印刷

製本費」、「手数料」、「委託料」を増額するもの 

 市民サービスの更なる向上及び窓口業務の効率化のため、「書かな

い窓口」に対応した窓口支援システムを導入することに伴い、「消耗

品費」、「委託料」を増額するもの 

 企業版ふるさと納税による寄附金等を基金へ積み立てるため、「積

立金」を増額するもの 

「目１３ 文化行政費」 



3 

 

 寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

 寄附金等を社会福祉協議会が管理する社会福祉基金に積み立てるた

め、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 低所得者に対して行う国民健康保険料の軽減相当額について、当初

の見込みより増額となったことに伴い、「繰出金」を増額するもの 

 国民健康保険事業特別会計における財政安定化支援事業に要する経

費を増額することに伴い、「繰出金」を増額するもの 

 介護保険事業特別会計における共同処理手数料等の増額に伴い、「繰

出金」を増額するもの 

 令和３年度の精算に伴う生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担

金等の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額する

もの 

 令和３年度の精算に伴う新型コロナウイルス感染症セーフティネッ

ト強化交付金の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を

増額するもの 
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「目２ 障がい者福祉費」 

 原油価格の高騰による燃料価格の上昇等に伴い、「燃料費」を増額

するほか、令和３年度の精算に伴う自立支援給付費国庫負担金等を返

還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 補装具購入に係る平均単価の増加に伴い、「扶助費」を増額するも

の 

 放課後等デイサービス等の利用件数の増加に伴い、「扶助費」を増

額するもの 

「目９ 体育施設費」 

 市体育館の吊り下げ式バスケットゴールの修繕を行うため、「修繕

料」を増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 

 令和３年度の精算に伴う子ども・子育て支援交付金の過配分を返還

するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 令和２年度及び３年度の精算に伴う保育対策総合支援事業費補助金

等の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するも

の 
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 国の補正予算を活用し、保育所等が保有する送迎用バスへの置き去

り防止に係る安全装置の整備を支援することに伴い、「負担金補助及

び交付金」を増額するほか、令和３年度の精算に伴う子ども・子育て

支援交付金等の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を

増額するもの 

 一時預かり事業費について、対象施設及び利用件数の増加に伴い、

「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 こどもセンターについて、原油価格の高騰による電気料金の上昇等

に伴い、「光熱水費」を増額するもの 

 令和３年度の精算に伴う子育てのための施設等利用給付交付金等の

過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 市の資金及び寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額

するもの 

「目２ 児童保育費」 

 民間保育所等の入園児童数の増加及び保育士等に係る処遇改善等加

算の創設に伴い、「委託料」を増額するほか、平成２９年度から令和

３年度の精算等に伴う子どものための教育・保育給付交付金の過配分

を返還することに伴い、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 
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 施設等利用費の対象施設の増加及び利用者の増加に伴い、「負担金

補助及び交付金」を増額するほか、令和３年度の精算に伴う子育ての

ための施設等利用給付交付金等の過配分を返還するため、「償還金利

子及び割引料」を増額するもの 

 令和３年度の精算に伴う新型コロナウイルス感染症セーフティネッ

ト強化交付金の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を

増額するもの 

「目５ 地域児童福祉費」 

 公設児童クラブについて、原油価格の高騰による電気料金の上昇等

に伴い、「光熱水費」を増額するほか、平成２９年度から令和元年度

及び３年度の精算に伴う子ども・子育て支援交付金の過配分を返還す

るため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 

 令和３年度の精算に伴う生活保護費国庫負担金等の過配分を返還す

るため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 
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「目２ 予防費」 

 令和３年度の精算に伴う感染症予防事業費等負担金等の過配分を返

還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 令和３年度の精算に伴う疾病予防対策事業費等補助金の過配分を返

還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、自宅療養者や入院

患者の増加等に対応するため、「負担金補助及び交付金」、「扶助費」

を増額するもの 

 令和２年度及び３年度の精算に伴う新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業費補助金等の過配分を返還するため、「償還金利子及

び割引料」を増額するもの 

「目３ 母子衛生費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、同感染症へ

の不安を抱える妊婦等への分娩前ウイルス検査及び乳幼児健康診査の

個別健診を実施するため、「委託料」、「負担金補助及び交付金」を

増額するもの 

「目４ 環境衛生費」 

 公衆便所について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、
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「光熱水費」を増額するもの 

 茅ヶ崎駅南口喫煙所について、原油価格の高騰による電気料金の上

昇等に伴い、「光熱水費」を増額するもの 

 売電収入、寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額す

るもの 

「目７ 保健所費」 

 保健所庁舎について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴

い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「項２ 清掃費」 

「目１ 清掃総務費」 

 大型ごみ証紙及び指定ごみ袋の販売手数料について、当初の想定を

上回る販売件数が見込まれるため、「手数料」を増額するもの 

 有価物売却代金及び寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」

を増額するもの 

「目２ じんかい処理費」 

 ごみ焼却処理施設について、原油価格の高騰による電気料金の上昇

等に伴い、「光熱水費」を増額するもの 

 粗大ごみ処理施設について、原油価格の高騰による燃料価格の上昇
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等に伴い、「燃料費」を増額するもの 

「款５ 労働費」 

「項１ 労働諸費」 

「目１ 労働諸費」 

 勤労市民会館について、昇降機の油圧パワーユニット等の修繕を行

うため、「修繕料」を増額するもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 

「目１ 商工振興費」 

 県の新型コロナウイルス対策特別融資を受けた事業者に対する利子

補給に関し、令和５年度の補助の原資を基金に積み立てるため、「積

立金」を増額するもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目３ 道路新設改良費」 

 高田萩園線道路改良事業について、買収予定地の変更に伴い、「公

有財産購入費」を減額するとともに、「補償補填及び賠償金」を増額

するもの 
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 行谷芹沢線道路改良事業について、歩行者、自転車等の安全性及び

利便性向上を図るため、国の補正予算を活用し、道路拡幅及び歩道設

置を進めることに伴い、「委託料」、「工事請負費」、「公有財産購

入費」を増額するもの 

「目４ 橋りょう維持費」 

 国の補正予算を活用し、点検結果を踏まえた橋りょう等の長寿命化

に向けた設計業務を行うことに伴い、「委託料」を増額するもの 

「項３ 河川費」 

「目１ 河川総務費」 

 河川水位情報システムにおける水位計及びカメラについて、原油価

格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、「光熱水費」を増額するも

の 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 国の補正予算を活用し、公共下水道事業会計において雨水・汚水管

の整備や耐震工事等を実施することに伴い、「投資及び出資金」を増

額するもの 

「目４ 緑化推進費」 
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 寄附金等を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

 森林環境譲与税を財源とする事業について、予算の執行状況を踏ま

え、積立を行う額が増加することに伴い、「積立金」を増額するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、患者等の搬送など、

感染症業務手当の支給対象業務の増加に伴い、「特殊勤務手当」を増

額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

「目２ 事務局費」 

 令和５年度新入学児童用の黄色帽子について、申し出のあった寄附

物品を活用して整備することとしたため、購入に係る「消耗品費」を

減額するもの 

 藤沢市への教育事務委託負担金について、事務局費及び学校管理費

等の不足が生じたため、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 市の資金及び寄附金を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額す
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るもの 

「項２ 小学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 国の補正予算を活用し、茅ヶ崎小学校等の屋内運動場の照明設備改

修工事及び今宿小学校等の空調設備改修工事を行うため、「工事請負

費」を増額するもの 

 国の補正予算を活用し、感染症流行下において、感染症の影響を最

小限に留めつつ学校教育活動を継続できる環境を維持するため、小学

校において感染者及び濃厚接触者が発生した際の対応やその後の活動

継続等に要する取組を進めることに伴い、「消耗品費」を増額するも

の 

 国の補正予算を活用し、感染症流行下において、感染症の影響を最

小限に留めつつ学校教育活動を継続できる環境を維持するため、小学

校において教室等における効果的な換気に必要な物品を購入すること

に伴い、「消耗品費」を増額するもの 

「目２ 教育振興費」 

 市内の特別支援学級における在籍児童数の平準化を図るため、国の

補正予算を活用し、浜之郷小学校に特別支援学級を設置することに伴
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い、「消耗品費」、「工事請負費」、「備品購入費」を増額するもの 

「項３ 中学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 中学校について、原油価格の高騰による燃料価格の上昇等に伴い、

「燃料費」を増額するもの 

 学校職員の定期健康診断について、当初の想定を上回る利用が見込

まれるため、「委託料」を増額するもの 

 国の補正予算を活用し、第一中学校等の屋内運動場の照明設備改修

工事、円蔵中学校等のグラウンド改修工事、中島中学校等のトイレ改

修工事、萩園中学校等の空調設備改修工事を行うため、「工事請負費」

を増額するもの 

 国の補正予算を活用し、感染症流行下において、感染症の影響を最

小限に留めつつ学校教育活動を継続できる環境を維持するため、中学

校において感染者及び濃厚接触者が発生した際の対応やその後の活動

継続等に要する取組を進めることに伴い、「消耗品費」を増額するも

の 

 国の補正予算を活用し、感染症流行下において、感染症の影響を最

小限に留めつつ学校教育活動を継続できる環境を維持するため、中学
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校において教室等における効果的な換気に必要な物品を購入すること

に伴い、「消耗品費」を増額するもの 

「目２ 教育振興費」 

 市内の特別支援学級における在籍児童数の平準化を図るため、国の

補正予算を活用し、萩園中学校に特別支援学級を設置することに伴い、

「消耗品費」、「工事請負費」、「備品購入費」を増額するもの 

「項５ 社会教育費」 

「目３ 公民館費」 

 松林公民館について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴

い、「光熱水費」を増額するもの 

 南湖公民館について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴

い、「光熱水費」を増額するもの 

 香川公民館について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴

い、「光熱水費」を増額するもの 

「目４ 青少年対策費」 

 本村四丁目青少年広場について、利用者の安全を確保するため、フ

ェンスを追加設置することに伴い、「工事請負費」を増額するもの 

「目５ 青少年施設費」 
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 茅ヶ崎公園体験学習センターについて、原油価格の高騰による電気

料金の上昇等に伴い、「光熱水費」を増額するもの 

（歳入） 

「款２ 地方譲与税」 

 歳出の事業の財源として、「森林環境譲与税」を増額するもの 

「款１１ 地方交付税」 

 歳出の事業の財源として、「普通交付税」を増額するもの 

「款１３ 分担金及び負担金」 

 歳出の事業の財源として、「保育所保育費自己負担金」を増額する

もの 

「款１４ 使用料及び手数料」 

 歳出の事業の財源として、「一般廃棄物（ごみ）処理手数料」、「大

型ごみ処理手数料」を増額するもの 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「保険基盤安定負担金」、「自立支援給

付費負担金」、「障害児入所給付費等負担金」、「保育所運営費負担

金」、「施設等利用費負担金」、「令和２年度施設等利用費負担金」、

「令和３年度養育医療給付費負担金」、「令和３年度生活保護費負担
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金」、「感染症患者入院医療費負担金」、「デジタル田園都市国家構

想交付金（デジタル実装タイプ）」、「保育対策総合支援事業費補助

金」、「子ども・子育て支援交付金」、「新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金」、「母子保健衛生費国庫補助金」、「社会

資本整備総合交付金」、「道路交通安全対策事業費補助金」、「小学

校施設整備費補助金」、「学校保健特別対策事業費補助金」、「中学

校施設整備費補助金」を増額するもの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「保険基盤安定負担金」、「自立支援給

付費負担金」、「障害児施設措置費（給付費等）負担金」、「保育所

運営費負担金」、「施設等利用費負担金」「令和２年度施設等利用費

負担金」、「令和３年度養育医療給付費負担金」、「子ども・子育て

支援交付金」、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（医

療分）」を増額するもの 

「款１７ 財産収入」 

 歳出の事業の財源として、「公共施設等再編整備基金利子」、「ご

み減量化・資源化基金利子」、「緑のまちづくり基金利子」を減額す

るもの 
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「款１８ 寄附金」 

 歳出の事業の財源として、「ふるさと基金寄附金」、「公共施設等

再編整備基金寄附金」、「文化振興基金寄附金」、「姉妹都市交流基

金寄附金」、「企業版ふるさと納税寄附金」、「社会福祉基金寄附金」、

「子ども未来応援基金寄附金」、「太陽光発電設備普及啓発基金寄附

金」、「ごみ減量化・資源化基金寄附金」、「緑のまちづくり基金寄

附金」、「学校施設整備基金寄附金」を増額するもの 

「款１９ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「公共用地先行取得事業特別会計繰入金」、

「ふるさと基金繰入金」、「ごみ減量化・資源化基金繰入金」を増額

するもの 

 歳出の事業の財源として、「子ども未来応援基金繰入金」を減額す

るもの 

「款２０ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

「款２１ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「保健所業務受託事業収入」、「消防業

務受託事業収入」、「民間保育所等運営事業費返還金」、「その他雑
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入」、「太陽光発電売電収入」、「有価物売却代」を増額するもの 

「款２２ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「高田萩園線道路改良事業債」、「橋り

ょう等長寿命化推進事業債」、「行谷芹沢線道路改良事業債」、「義

務教育施設整備事業債」、「災害復旧事業債」を増額するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「一般管理経費」について、商品調達に不測の日数を要し、年度内

での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「車両管理経費」について、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車

及び災害対応特殊消防ポンプ自動車の購入に係る自動車損害保険料及

び公課費において、納期の遅延により年度内での執行が見込めないた

め、次年度へ繰り越すもの 

 「行政改革推進経費」について、ウェブ口座振替受付システムの構

築及びキャッシュレス決済環境の整備に係る財務会計システムの改修

において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「情報化推進経費」について、「書かない窓口」に対応した窓口支

援システムの導入において、年度内での完了が見込めないため、次年

度へ繰り越すもの 
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 「美術館管理運営事業」について、美術館の空調設備修繕において、

不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り

越すもの 

 「体育館管理経費」について、市体育館の吊り下げ式バスケットゴ

ールの修繕において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰

り越すもの 

 「民間保育所運営補助事業」について、保育所等が行う送迎用バス

への置き去り防止に係る安全装置の調達において、年度内での完了が

見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（目：児童保育費）につい

て、令和４年４月１日から５年４月１日生まれの新生児等に対する市

独自の給付金の支給において、出生日により、年度内の完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業費」（目：母子衛生費）につ

いて、分娩前ウイルス検査及び幼児健康診査の個別健診において、年

度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「勤労市民会館管理運営経費」について、勤労市民会館の昇降機の

修繕において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越す
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もの 

 「道路照明灯等関係経費」について、道路照明灯設置工事において、

部品製作に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次

年度へ繰り越すもの 

 「香川甘沼線道路改良事業」について、関係地権者との用地買収に

係る交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次

年度へ繰り越すもの 

 「市道７４４９号線道路改良事業」について、関係地権者との用地

買収に係る交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないた

め、次年度へ繰り越すもの 

 「高田萩園線道路改良事業」について、関係地権者との用地買収に

係る交渉に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないため、次年

度へ繰り越すもの 

 「市道０１０９号線歩道設置事業」について、関係地権者との用地

買収に係る交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないた

め、次年度へ繰り越すもの 

 「市道０１１０号線歩道設置事業」について、関係地権者との用地

買収に係る交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないた
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め、次年度へ繰り越すもの 

 「行谷芹沢線道路改良事業」について、年度内の完了が見込めない

ため、次年度へ繰り越すもの 

 「橋りょう等長寿命化推進事業」について、橋りょう等の設計業務

において、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「浜園橋橋りょう整備事業」について、電柱移設に係る協議に不測

の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越す

もの 

 「河川維持管理経費」について、河川浚渫工事において、土砂の仮

置き場に係る調整等に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

 「千ノ川整備事業」について、補償費の算定において、関係地権者

との協議に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次

年度へ繰り越すもの 

 「駒寄川整備事業」について、関係地権者との用地買収に係る交渉

に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰

り越すもの 

 「新国道線街路事業」について、新国道線の歩道整備において、新
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型コロナウイル感染症の感染拡大により工場製品の調達に不測の日数

を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「消防通信業務管理経費」について、災害対応特殊水槽付消防ポン

プ自動車及び災害対応特殊消防ポンプ自動車において、納期の遅延に

より、納車後に予定する消防用無線装置と車両動態管理装置の転載事

業について、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「消防車両維持管理経費」について、墜落制止用器具において、部

材の供給不足により納期が遅延し、年度内の完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「消防車両整備事業」について、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自

動車及び災害対応特殊消防ポンプ自動車において、部材の供給不足及

びシャーシ製造元の出荷が一時停止したことにより納期が遅延し、年

度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「学校施設整備事業」（項：小学校費）について、茅ヶ崎小学校等

の屋内運動場の照明設備改修工事及び今宿小学校等の空調設備改修工

事において、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（項：小学校費）（目：学

校管理費）について、商品調達に不測の日数を要し、年度内での完了
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が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「特別支援学級関係経費」（項：小学校費）について、浜之郷小学

校への特別支援学級の設置において、年度内での完了が見込めないた

め、次年度へ繰り越すもの 

 「学校施設整備事業」（項：中学校費）について、第一中学校等の

屋内運動場照明設備改修工事、円蔵中学校等のグラウンド改修工事、

中島中学校等のトイレ改修工事、萩園中学校等の空調設備改修工事に

おいて、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（項：中学校費）（目：学

校管理費）について、商品調達に不測の日数を要し、年度内での完了

が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「特別支援学級関係経費」（項：中学校費）について、萩園中学校

への特別支援学級の設置において、年度内での完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「青少年広場整備事業」について、本村四丁目青少年広場フェンス

設置工事において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り

越すもの 

（地方債の補正） 
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 歳出の事業の財源として、「行谷芹沢線道路改良事業債」、「災害

復旧事業債」を増額したことに伴い、追加するもの 

 歳出の事業の財源として、「高田萩園線道路改良事業債」、「橋り

ょう等長寿命化推進事業債」、「義務教育施設整備事業債」を増額し

たことに伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第２号 令和４年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第５号）(議案書 P38～47) 

歳入歳出それぞれ４３３，０１１千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ２３，１２３，９１２千円とするもの 

（歳出） 

「款６ 国民健康保険運営基金」 

「項１ 国民健康保険運営基金」 

「目１ 国民健康保険運営基金」 

 前年度繰越金を基金へ積み立てるため、「積立金」を増額するもの 

（歳入） 

「款１ 国民健康保険料」 

 低所得者に対して行う国民健康保険料軽減相当額が確定し、保険基
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盤安定繰入金の増額及び、財政安定化支援事業繰入金についても増額

となったことから、一体として算定する国民健康保険料を減額するも

の 

「款４ 財産収入」 

 運営基金積立金の利子収入が確定したため、「利子収入」を増額す

るもの 

「款５ 繰入金」 

低所得者に対して行う国民健康保険料軽減相当額が確定し、当初の

見込みより増額となることから、「保険基盤安定繰入金」の増額及び

「財政安定化支援事業繰入金」についても見込みより増額するもの 

「款６ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

 

議案第３号 令和４年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計

補正予算（第４号）(議案書 P48～57) 

歳入歳出それぞれ１，０５２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ１８，２６６，９６３千円とするもの 

（歳出） 
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「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

国民健康保険団体連合会に委託している事務処理手数料について、

処理対象件数の増加に伴い、「手数料」を増額するもの。 

「款５ 介護保険運営基金」 

「項１ 介護保険運営基金」 

「目１ 介護保険運営基金」 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度に減免を実施

した介護保険料の減収分について、その財源となる特別調整交付金が

追加交付されたことに伴い、減収分を繰り入れていた基金に同交付金

を積み立てるため、「積立金」を増額するもの。 

（歳入） 

「款１ 介護保険料」 

新型コロナウイルス感染症の影響に係る被保険者の介護保険料の減免

の財源として交付される、「特別調整交付金」を歳入することによる財源

更正に伴い、収入見込額のうち、令和４年度介護保険料の減免分に相当す

る額の「現年度分」を減額するもの。 
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「款３ 国庫支出金」 

介護保険料の減免の財源として、「特別調整交付金」を増額するもの 

「款６ 繰入金」 

歳出の事業等の財源として、「事務費繰入金」、「介護保険運営基金繰

入金」を増額するもの 

 

議案第４号 令和４年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事業

特別会計補正予算（第１号）(議案書 P58～68) 

歳入歳出それぞれ２，４７３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ７２，５６２千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 公債費」 

「項１ 公債費」 

「目１ 元金」 

行谷芹沢線道路改良事業用地について、一般会計での買換を行うため、

繰上償還に要する「市債償還金」を増額するもの 

「款１ 公債費」 

「項１ 公債費」 
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「目２ 利子」 

行谷芹沢線道路改良事業用地について、一般会計での買換を行うため、

繰上償還に要する「市債利子」を増額するもの 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

一般会計へ繰り出す「一般会計繰出金」を増額するもの 

（歳入） 

「款２ 繰入金」 

 繰上償還に伴い利子を支払うため、「一般会計繰入金」を増額するもの 

「款３ 財産収入」 

「不動産売払収入」について、買換に伴い一般会計から歳入する「土

地売払収入」を増額するもの 

 

議案第５号 令和４年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計補

正予算（第４号）(議案書 P69～79) 

第２条「業務の予定量の補正」 

 主要な建設改良費のうち、管渠建設事業費の予定量を４２２，４４
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４千円増額し、２，０７９，４１０千円とするもの 

第３条「資本的収入及び支出の補正」 

 資本的収入の既決予定額を４２２，４２９千円増額し、３，２６７，

３４０千円とし、資本的支出の既決予定額を４２２，４４４千円増額

し、５，１９６，２８５千円とするもの 

 内容としては、国の補正予算を活用し、後年に予定していた事業を

一部前倒しするとともに、松尾川第二雨水幹線整備負担金について、

物価高騰及び工事内容の変更に伴い増額するもの 

第４条「企業債の補正」 

建設改良費の増額に伴い、「公共下水道整備事業」を目的とした起債の

限度額を変更するもの 

 

議案第６号 令和４年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予算

（第６号）(議案書 P80～91) 

第２条「業務の予定量の補正」 

 年間患者数のうち入院の予定量を７，３００人減とし、９８，５５

０人とするもの 

 一日平均患者数のうち入院の予定量を２０人減とし、２７０人とす



30 

 

るとするもの 

第３条「収益的収入及び支出の補正」 

収益的収入の既決予定額を４６１，８７０千円増額し、収益的収入

の予定額を１２，７８０，５３６千円とするもの 

収入の内容としては、新型コロナウイルス感染症の影響により減少

する見込みとなった入院収益を減額するとともに、新型コロナウイル

ス感染症患者の受入れによる空床及び休床となった病床への補償とし

て交付される補助金等を増額するもの 

第４条「資本的収入及び支出の補正」 

 資本的収入の既決予定額を３９千円増額し、資本的収入の予定額を

２，１６２，０４０千円とするもの 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３６８，８

８８千円については、過年度分損益勘定留保資金で補填するもの 

 収入の内容としては、新型コロナウイルス感染症対応のための医療

機器購入に要する支出の財源としていた企業債を減額するとともに、

補助金を増額し、財源を更正するもの 

第５条「債務負担行為の補正」 

 市立病院本館改修工事（その２）設計意図伝達業務委託経費につい
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て、別途発注している監理業務と設計業務の受託者が同一となったた

め廃止するもの 

第６条「企業債の補正」 

 新型コロナウイルス感染症対応のための「医療機器購入」を目的と

した起債の限度額を変更するもの 

 

議案第７号 令和５年度茅ヶ崎市一般会計予算(別綴り) 

 歳入については、市民税では、前年度より６２２，７８６千円の増、

固定資産税や都市計画税でも、併せて３５８，６１１千円の増となる

など、市税全体では、前年度より１，１３６，５２７千円増の３７，

６６７，７３４千円となる見込み 

 交付金関係については、地方財政対策等における伸び率を参考に、

令和４年度の決算見込み額等に基づいて計上 

 国庫支出金をはじめとした、そのほかの歳入については、所要の額

を見込んだもの 

 歳出については、扶助費などの義務的経費が引き続き増額となる中、

コロナ禍により策定を見合わせていた「茅ヶ崎市実施計画２０２５」

がスタートする年であることを踏まえ、茅ヶ崎の未来のために真に必
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要な施策を徹底して議論し、必要な事務事業について予算を編成した

もの 

 予算総額は、前年度比４．３％増の７９，８５０，０００千円 

 

議案第８号 令和５年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別

会計予算(別綴り) 

国民健康保険事業の健全な運営と適正な保険医療を推進するため編

成したもの 

 予算総額は、前年度比１．１％増の２２，９４５，０００千円 

 

議案第９号 令和５年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特

別会計予算(別綴り) 

 後期高齢者の医療保険制度を推進するため編成したもの 

 予算総額は、前年度比０．７％増の４，１９１，０００千円 

 

議案第１０号 令和５年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会

計予算(別綴り) 

介護保険事業の健全な運営と適正な保険給付及び介護予防事
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業を推進するため編成したもの 

予算総額は、前年度比３．１％増の１８，２５９，０００千円 

 

議案第１１号 令和５年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事

業特別会計予算(別綴り) 

 用地先行取得に要する経費のほか、これまでに借入れをした公

共用地先行取得事業債の元金及び利子の償還のため編成したも

の 

 予算総額は、前年度比５．７％減の６６，０６３千円 

 

議案第１２号 令和５年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

予算(別綴り) 

 下水道経営の健全化・安定化を図るとともに、浸水防除、生活

環境の改善や水質の保全を図り、市民の安全で快適な生活を確保

するため編成したもの 

 予算総額は、前年度比８．８％減の９，２１４，２１７千円 

 

議案第１３号 令和５年度茅ヶ崎市病院事業会計予算(別綴
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り) 

 地域の基幹病院として、市民の健康管理と医療福祉を推進する

ため編成したもの 

 予算総額は、前年度比４．８％増の１５，８４７，４１４千円 

 

議案第１４号 茅ヶ崎市自治基本条例等の一部を改正す

る条例(議案書 P92～98) 

 茅ヶ崎市病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する

ことに伴い、病院事業管理者の給与の額を定めるほか関係条例に

ついて規定を整備するためのもの 

 

議案第１５号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改正

する条例(議案書 P99～100) 

教育上特別の支援を必要とする児童生徒等について、就学後も継続

して支援をすることができるよう、茅ヶ崎市就学指導委員会の設置目

的及び名称を改めることとするためのもの 

 

議案第１６号 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条

例 (議案書 P101～112) 
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正により建築

物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請単位が変更されたこと等

に伴い、当該計画の認定の申請に対する審査について手数料の額を改

める等のためのもの 

 

議案第１７号 茅ヶ崎市緑のまちづくり基金条例の一部を

改正する条例(議案書 P113) 

緑地の保全に関する重要な調査及び研究についても茅ヶ崎市

緑のまちづくり基金を活用できるようにすることにより、緑地の

保全をより推進するためのもの 

 

議案第１８号 茅ヶ崎市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例(議案書 P114～116) 

こども家庭庁設置法の制定による子ども・子育て支援法等の改

正に伴い、所要の規定を整備する等のためのもの 

 

議案第１９号 茅ヶ崎市特定教育・保育施設及び特定地



36 

 

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び茅

ヶ崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例(議案書 P117) 

民法の改正に伴う特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準等の改

正に鑑み、規定を整備するためのもの 

 

議案第２０号 茅ヶ崎市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例及び茅ヶ崎市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例(議案書 P118～121) 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の改正に鑑

み、家庭的保育事業等を行う者及び放課後児童健全育成事業を行

う者に児童の安全の確保に関する計画の策定等を義務付ける等

のためのもの 

 

議案第２１号 茅ヶ崎市小児の医療費の助成に関する条

例の一部を改正する条例(議案書 P122) 
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所得の額にかかわらず小児の医療費の助成を受けることがで

きるようにすることにより、小児を養育する者の経済的な負担の

軽減を図るためのもの 

 

議案第２２号 茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正

する条例(議案書 P123) 

健康保険法施行令等の改正に鑑み出産育児一時金の額を引き

上げるとともに、国民健康保険法施行令の改正に伴い保険料の賦

課額の限度額及び保険料の減額の対象となる世帯の軽減判定所

得の算定に用いる金額を引き上げるためのもの 

 

議案第２３号 茅ヶ崎市企業等立地等促進条例の一部を

改正する条例(議案書 P124) 

社会経済情勢を踏まえ、継続して企業等を支援する必要がある

ことから、企業等の立地等に係る固定資産税及び都市計画税の課

税の特例の期間を延長するためのもの 

 

議案第２４号 茅ヶ崎市下水道条例の一部を改正する条
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例(議案書 P125) 

分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設

備の新設等の基準に関し特例を定めることにより、安全安心な市

民生活を守り、公共用水域の水質の保全を図るためのもの 

 

議案第２５号 茅ヶ崎市消防団の定員、任免、給与、服務

等に関する条例の一部を改正する条例(議案書 P126～127) 

消防団員の報酬の額を引き上げることにより、消防団員の確保

を図るためのもの 

 

議案第２６号 固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて(議案書 P128～130) 

固定資産評価審査委員会委員に中村 陽介氏を選任するため

のもの 

 

議案第２７号 教育委員会委員の任命について(議案書 P131～

134) 

教育委員会委員に伊藤 甲之介氏を任命するためのもの 
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議案第２８号 動産の取得について (議案書 P135) 

タブレット端末及び付属品を取得するためのもの 

 

議案第２９号 市道路線の廃止について(議案書 P136～138) 

中島地内で一般交通の用に供する必要がなくなった市道路線を

廃止するもの 

 

議案第３０号の１～５ 市道路線の認定について(議案書 P139

～153) 

 １ 室田二丁目地内の道路で、積水ハウス不動産東京株式会社

が築造し、本市に帰属したもの 

 ２ 高田一丁目地内の道路で、有限会社三浦地所が築造し、本

市に帰属したもの 

 ３ 円蔵地内の道路で、有限会社日本ホームカンパニーが築造

し、本市に帰属したもの 

 ４ 矢畑地内の道路で、株式会社ニシノミヤ及び株式会社ティ

ーズエステートから本市に寄附されたもの 

 ５ 西久保地内の道路で、有限会社ウェスティーホーム及び市

内在住の個人から本市に寄附されたもの 
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報告第１号 専決処分の報告について(議案書 P154) 

 茅ヶ崎市博物館の令和４年１０月分電気料金支払いに遅延が生じ

たことにより、当月分電気料金３，１０７，４１０円に対する、電気

需要約款にて定める延滞利息金を賠償したもの 

 

報告第２号 専決処分の報告について(議案書 P155) 

 令和４年１１月９日午後２時０７分頃、東海岸南四丁目１１番２７

号先（第一中学校前交差点）において、景観みどり課職員が運転する

軽自動車が停止信号のため停車中に、交差点を右折してきた大型車が

曲がり切れなかったことから、進路を譲るため車両を後進したところ、

後方に停車していた相手方車両と接触し、損害を与えたため、これに

対する修理費等を賠償したもの 

 

報告第３号 専決処分の報告について(議案書 P156) 

 令和４年１０月２０日午後２時３５分頃、矢畑７６８番地１５先に

おいて、環境事業センター職員が運転するごみ収集車がごみ集積場所

へ近づけるために後進したところ、相手方車庫の支柱に接触し、損害
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を与えたため、これに対する修理費を賠償したもの 

 

報告第４号 専決処分の報告について(議案書 P157) 

 令和４年１１月１５日午前１０時００分頃、浜之郷１２２４番地先

において、スポーツ推進課職員が運転する貨物自動車が交差点を左折

したところ、道路標識に接触し、損害を与えたため、これに対する修

理費を賠償したもの 

 

 


